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第６章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 第６章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 第６章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 第６章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 

１ 基本的な考え方 

 

評価は、「特定健康診査・特定保健指導」の成果について評価を行うことであり、有病者や

予備軍の数、生活習慣病関連の医療費の推移などで評価されるものである。 

その成果が数値データとして現れるのは数年後になることが想定される。 

そこで最終評価のみではなく、健診結果や生活習慣の改善状況などの短期間で評価ができる

事項についても評価を行っていく。 

なお、評価方法としては 

（１）「個人」を対象とした評価方法 

（２）「集団」として評価する方法 

（３）「事業」としての評価方法 

以上それぞれについて評価を行うとともに、事業全体を総合的に評価する。 

 

２ 具体的な評価 

 

（１）ストラクチャー（構造） 

保健指導に従事する職員の体制（職種・職員数・職員の資質等）、保健指導の実施に係

る予算、施設・設備の状況、他機関との連携体制、社会資源の活用状況。 

 

（２）プロセス（過程） 

保健指導の実施過程、すなわち情報収集、アセスメント、問題の分析、目標の設定、指

導手段（コミュニケーション、教材を含む）、保健指導実施者の態度、記録状況、対象者

の満足度。 

 

（３）アウトプット（事業実施量） 

健診受診率、保健指導実施率、保健指導の継続率。 

 

（４）アウトカム（結果） 

肥満度や血液検査などの健診結果の変化、糖尿病等の有病者・予備群、死亡率、要介護

率、医療費の変化。 
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３ 評価の実施責任者 

 

個人に対する保健指導の評価は保健指導実施者（委託事業者を含む）が実施責任者となる。 

集団に対する保健指導の評価は、保健指導実施者（委託先を含む）及び医療保険者が評価の

実施責任者となる。 

保健指導実施者に対する研修を行っている者もこの評価に対する責務を持つこととする。 

事業としての保健指導の評価は、「健診・保健指導」事業を企画する立場にある医療保険者

がその評価の責任を持つこととする。 

最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体における生活習慣病対策の

評価（有病率、医療費等）を行うものであるから、医療保険者が実施責任者となる。 

なお、保険運営の健全化の観点から国保運営協議会において毎年進捗状況を報告し、状況に

応じて特定健診等実施計画を見直すこととする。 

 


